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Ⅰ 総括 

１ 沿革 

昭和13年 9月 8日 

昭和14年 9月 1日 

 

昭和18年 4月 1日 

昭和29年10月15日 

昭和31年 4月 1日 

昭和33年 4月 

昭和34年10月24日 

 

昭和35年 9月 2日 

昭和41年 4月 1日 

 

昭和43年 6月30日 

昭和46年 8月 1日 

 

昭和47年 6月30日 

昭和51年 6月30日 

昭和52年 4月 1日 

昭和59年 6月 7日 

平成元年11月10日 

平成 4年 4月 1日 

 

平成 7年 4月 1日 

平成 9年 4月 1日 

 

平成12年 4月 1日 

 

平成16年 4月 1日 

 

 

 

平成17年 4月 1日 

 

平成20年 4月 1日 

 

 

 

 

平成22年 1月22日 

 

平成24年 4月 1日 

設置認可。  

東葛飾郡松戸町南花島105番地に県内2番目の保健所として開設。 

（県有地1,036平方メートル、木造スレート葺一部2階建493平方メートル） 

松戸町、高木村、馬橋村合併。松戸市制施行。 

小金町の一部編入。 

沼南村の一部編入。 

不慮の火災により全焼。 

松戸市竹ヶ花字拾石45の29番地に再建する。 

（鉄筋一部2階建656平方メートル、工費1,133万7千円） 

型別人口別ＵＲ（都市・農漁村中間型） 

柏保健所が新設され、当時の柏市、流山町、我孫子町、沼南町がその管轄となったため、当

所管内は松戸市一市となる。 

型別人口別Ｕ-3（都市型、人口12.5～17.5万） 

松戸市小根本7番地に東葛飾支庁・教育庁東葛飾地方出張所・水道局松戸営業所との合同庁

舎を建設。(保健所延床面積970平方メートル) 

型別人口別Ｕ-2（都市型、人口17.5～25万） 

型別人口別Ｕ-1（都市型、人口25万以上） 

衛生課を食品衛生課と環境衛生課に分割して5課体制となる。 

日本公衆衛生学会より衛生教育奨励賞受賞｡(家庭看護教室) 

創立50周年記念式典を開催。 

事務室を合同庁舎の2階と6階へ分割。 

食品衛生課、環境衛生課の2課を6階事務室へ移転。 

食品衛生課、環境衛生課の2課を6階から4階事務室へ移転。 

組織改編により従来の5課体制から総務課・企画調整班・地域指導班・疾病対策班・精神保

健福祉班・検査班・食品衛生班・環境衛生班の1課7班体制となる。 

組織改編により1課7班体制から総務課・企画調整班・地域指導課・疾病対策課・精神保健

福祉課・検査課・生活衛生課の6課1班体制となる。 

組織改編により東葛飾支庁社会福祉課と保健所の統合が行われる。これにより名称が「松戸

健康福祉センター（松戸保健所）」となり、それまでの6課1班体制から総務企画課・地域保

健福祉課・精神保健福祉課・健康生活支援課・監査指導課の5課体制となる。健康生活支援

課の一部(旧生活衛生課)及び監査指導課を5階事務室に配置。 

組織改編により5課体制から総務企画課・地域保健福祉課・健康生活支援課・監査指導課の

4課体制となる。健康生活支援課を5階事務室、他の3課を2階事務室に配置。 

柏市の中核市移行に伴い、流山市及び我孫子市が当センターの管轄となる。これに伴い我孫

子市保健センター内に「松戸保健所我孫子連絡所」を設置した。また、組織改編により4課

体制から総務企画課、地域保健福祉課、健康生活支援課、検査課、監査指導課、食品機動監

視班の5課1班体制となる。健康生活支援課・食品機動監視班を5階事務室、監査指導課を

3階事務室、他の3課を2階事務室に配置。 

合同庁舎（センター部分）耐震工事完了。これに伴い健康生活支援課・検査課・監査指導課・

食品機動監視班を3階事務室、他の2課を2階事務室に配置。 

組織改編により5課1班体制から総務企画課、地域保健福祉課、健康生活支援課、検査課、

監査指導課、食品機動監視課の6課体制となる。 

平成25年 4月 1日 

 

組織改編により6課体制から総務企画課、地域保健課、地域福祉課、疾病対策課、生活衛生

課、検査課、監査指導課、食品機動監視課の8課体制となる。 

平成28年 4月 1日 組織改編により8課体制から総務課、企画課、地域保健課、地域福祉課、疾病対策課、生活

衛生課、検査課、監査指導課、食品機動監視課の9課体制となる。 
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表１ 歴代所長 

代 氏 名 在 任 期 間         代 氏 名 在 任 期 間         

初代 聖成 稔 昭和14.9.11 ～17.8.4 19代 佐藤 美恵 昭和48.4.1～50.5.16 

2代 市川 行正 昭和17.8.5 ～18.5.26 20代 丸山 正雄 昭和50.5.17～55.3.31 

3代 村田 四郎 昭和18.5.27～18.9.2 21代 稲田 正實 昭和55.4.1～57.4.5 

4代 北沢 吉郎 昭和18.9.3～18.10.20 22代 安藤 俊朗 昭和57.4.6～60.4.10 

5代 藤田 静夫 昭和18.10.21～18.11.18 23代 片桐 優 昭和60.4.11～62.3.31 

6代 北沢 吉郎 昭和18.11.19～19.3.10 24代 山田 裕巳 昭和62.4.1～平成2.3.31 

7代 藤田 静夫 昭和19.3.11～19.9.26 25代 服部 隆男 平成2.4.1～6.3.31 

8代 足立 亨太郎 昭和19.9.27～20.12.3 26代 鈴木 弘一 平成6.4.1～10.3.31 

９代 市川 行正 昭和20.12.4～24.3.31 27代 野島 尚武 平成10.4.1～13.9.30 

10代 大石 巌 昭和24.4.1～24.11.9 28代 土戸 啓史 平成13.10.1～16.3.31 

11代 鷺谷 健次 昭和24.11.10～29.4.22 29代 安藤 由記男 平成16.4.1～17.3.31 

12代 大石 巌 昭和29.4.23～33.3.12 30代 髙地 刀志行 平成17.4.1～19.3.31 

13代 広山 保男 昭和33.3.13～33.4.30 31代 中川 晃一郎 平成19.4.1～23.3.31 

14代 坂口 孝友郎 昭和33.5.1～36.4.30 32代 井上 孝夫 平成23.4.1～24.3.31 

15代 高塚 太吉 昭和36.5.1～40.5.31 33代 新 玲子 平成24.4.1～26.3.31 

16代 広山 保男 昭和40.6.1～43.3.31 34代 児玉 賀洋子 平成26.4.1～28.3.31 

17代 伊藤 みよ 昭和43.4.1～47.5.10 35代 新 玲子 平成28.4.1～ 

18代 坂口 孝友郎 昭和47.5.11～48.3.31    

 

 

２ 概  要 

 

当健康福祉センター（保健所）は千葉県の北西部に位置し、松戸市、流山市、我孫子市の 3市を管轄し

ている。松戸市、流山市は西に江戸川をはさんで埼玉県、東京都と隣接し、我孫子市は北に利根川をはさ

んで茨城県と隣接している。 

当該区域は、都心から鉄道で約 30分～40分という交通事情から、首都圏へ通勤する人々の住宅地とし

て発展してきた。武蔵野線や常磐線などの沿線には高層住宅や一般住宅が立ち並び、平成 3年4月には北

総開発鉄道（現北総鉄道）が開通、さらに平成17年8月には「つくばエクスプレス」が開通している。 

管内人口は平成30年10月1日現在810,941人である。平成 24年度は減少傾向にあったが、平成 25年度

から増加に転じている。 
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３ 管内の状況 

（１）管内の人口及び世帯等の概況 

表３－（１） 管内人口及び世帯等の概況 

区   分 
世 帯 数 

（世 帯） 

人   口 

（人） 

人 口 密 度 

（人／k㎡） 

面   積 

（k㎡） 

管   内 360,680 810,941 5,798.65 139.85 

松 戸 市 226,018 490,623 7,993.21 61.38 

流 山 市 78,801 189,373 5,361.64 35.32 

我 孫 子 市 55,861 130,945 3,034.65 43.15 

県 総 数 2,725,850 6,268,585 1,215.41 5,157.61 

出典：（人口）平成30年 10月1日現在 千葉県毎月常住人口調査 

（面積）国土地理院 平成30年全国都道府県市区町村別面積調 

 

図３－（１） 管内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）管内人口の年齢構成 

管内人口の年齢構成は、表３－(２)-アのとおりで平成 30年4月1日現在の年齢 3区分によると、0

歳～14歳までの年少人口の割合は 12.6％、15歳～64歳までの生産年齢人口は 61.8％、65歳以上の老

年人口は25.6％で、高齢化が進んでいる。 

管内の平成30年4月 1日現在の年齢5歳階級別人口構成は図３－(2)のとおりである。 
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表３－（２）－ア 年齢構成の推移        （単位：人） 

 

年 総人口 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 不  詳 

0歳～14

歳 
％ 

15歳 

～64歳 
％ 65歳～ ％  ％ 

管 
 
 
 

内 

19 770,436  103,882  (13.5)  529,581  (68.7)  136,973  (17.8)  ― ― 

24 790,316  104,162  (13.2)  516,446  (65.3)  169,708  (21.5)  ― ― 

27 794,519 101,910 (12.8) 498,107 (62.7) 194,502 (24.5) ― ― 

28 801,085 102,167 (12.8) 498,630 (62.2) 200,288 (25.0) ― ― 

29 807,314 102,490 (12.7) 499,994 (61.9) 204,830 (25.4) ― ― 

30 814,216  102,800  (12.6) 502,818  (61.8) 208,598  (25.6) ― ― 

 

松 
 

戸 
 

市 

19 480,168  65,178  (13.6)  332,189  (69.2)  82,801  (17.2)  ― ― 

24 488,339  63,275  (13.0)  323,365  (66.2)  101,699  (20.8)  ― ― 

27 487,919 60,511 (12.4) 310,639 (63.7) 116,769 (23.9) ― ― 

28 490,773 59,950 (12.2) 310,698 (63.3) 120,125 (24.5) ― ― 

29 492,787 59,404 (12.1) 310,685 (63.0) 122,698 (24.9) ― ― 

30 494,733  58,803  (11.9) 311,104  (62.9) 124,826  (25.2) ― ― 

 
 
 

流 
 

山 
 

市 

19 155,779  20,709  (13.3)  106,878  (68.6)  28,192  (18.1)  ― ― 

24 166,924  23,137  (13.9)  108,232  (64.8)  35,555  (21.3)  ― ― 

27 173,556 24,855 (14.3) 107,642 (62.0) 41,059 (23.7) ― ― 

28 177,597 25,933 (14.6) 109,253 (61.5) 42,411 (23.9) ― ― 

29 182,126 27,202 (14.9) 111,295 (61.1) 43,629 (24.0) ― ― 

30 187,252  28,535  (15.2) 114,118  (60.9) 44,599  (23.8) ― ― 

我

孫

子

市 

19 134,489  17,995  (13.4)  90,514  (67.3)  25,980  (19.3)  ― ― 

24 135,053  17,750  (13.1)  84,849  (62.8)  32,454  (24.0)  ― ― 

27 133,044 16,544 (12.4) 79,826 (60.0) 36,674 (27.6) ― ― 

28 132,715 16,284 (12.3) 78,679 (59.3) 37,752 (28.4) ― ― 

29 132,401 15,884 (12.0) 78,014 (58.9) 38,503 (29.1) ― ― 

30 132,231  15,462  (11.7) 77,596  (58.7) 39,173  (29.6) ― ― 

県 
 

総 
 

数 

19 6,160,519  830,939  (13.5)  4,201,114  (68.2)  1,128,466  (18.3)  ― ― 

24 6,258,078  821,274  (13.1)  4,081,296  (65.2)  1,355,508  (21.7)  ― ― 

27 6,254,359 795,693 (12.7) 3,911,500 (62.5) 1,547,166 (24.7) ― ― 

28 6,269,146 789,266 (12.6) 3,885,576 (62.0) 1,594,304 (25.4) ― ― 

29 6,285,160 782,039 (12.4) 3,871,704 (61.6) 1,631,417 (26.0) ― ― 

30 6,297,271 773,764 (12.3) 3,859,943 (61.3) 1,663,564 (26.4) ― ― 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（各年 4月1日現在）  
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0 5 10 15 20 25 30 35

0－4歳
5－9歳

10－14歳
15－19歳
20－24歳
25－29歳
30－34歳
35－39歳
40－44歳
45－49歳
50－54歳
55－59歳
60－64歳
65－69歳
70－74歳
75－79歳
80－84歳
85－89歳
90－94歳
95－99歳
100歳以上

千人

女

図３－（２）管内年齢５歳階級別人口構成図（平成30年4月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成30年4月1日現在） 

 

 

 

表３－（２）－イ 管内及び市町村・性・年齢階級別人口  （単位：人） 

  管内 松戸市 流山市 我孫子市 千葉県 

 年齢 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 

年
少
人
口 

0～4 34,166  17,632  16,534  19,057  9,841  9,216  10,762  5,582  5,180  4,347  2,209  2,138  240,729  123,717  117,012  

5～9 34,282  17,448  16,834  19,523  9,930  9,593  9,594  4,843  4,751  5,165  2,675  2,490  261,210  134,400  126,810  

10～14 34,352  17,823  16,529  20,223  10,516  9,707  8,179  4,203  3,976  5,950  3,104  2,846  271,825  139,198  132,627  

生
産
年
齢
人
口 

15～19 36,574  18,584  17,990  22,631  11,482  11,149  7,549  3,803  3,746  6,394  3,299  3,095  291,516  149,835  141,681  

20～24 41,882  21,393  20,489  27,477  13,971  13,506  8,155  4,240  3,915  6,250  3,182  3,068  325,576  168,663  156,913  

25～29 43,961  22,388  21,573  28,545  14,647  13,898  9,826  4,848  4,978  5,590  2,893  2,697  330,553  172,893  157,660  

30～34 50,069  25,728  24,341  29,907  15,557  14,350  13,755  6,876  6,879  6,407  3,295  3,112  364,952  189,653  175,299  

35～39 55,202  28,550  26,652  32,276  16,912  15,364  15,342  7,752  7,590  7,584  3,886  3,698  405,309  210,005  195,304  

40～44 64,304  33,413  30,891  38,311  20,032  18,279  15,892  8,303  7,589  10,101  5,078  5,023  484,107  251,772  232,335  

45～49 68,583  35,669  32,914  42,659  22,182  20,477  14,651  7,684  6,967  11,273  5,803  5,470  513,920  267,147  246,773  

50～54 55,303  28,850  26,453  35,574  18,711  16,863  10,734  5,486  5,248  8,995  4,653  4,342  420,185  218,134  202,051  

55～59 44,804  23,059  21,745  28,146  14,607  13,539  9,106  4,602  4,504  7,552  3,850  3,702  362,417  185,760  176,657  

60～64 42,136  20,603  21,533  25,578  12,724  12,854  9,108  4,300  4,808  7,450  3,579  3,871  361,408  180,538  180,870  

老
年
人
口 

65～69 55,284  25,990  29,294  33,200  15,806  17,394  12,107  5,657  6,450  9,977  4,527  5,450  463,023  225,285  237,738  

70～74 52,777  24,443  28,334  31,196  14,500  16,696  11,549  5,412  6,137  10,032  4,531  5,501  413,155  195,764  217,391  

75～79 44,408  20,527  23,881  26,452  11,925  14,527  9,315  4,460  4,855  8,641  4,142  4,499  337,539  157,721  179,818  

80～84 30,960  13,831  17,129  19,015  8,340  10,675  6,184  2,854  3,330  5,761  2,637  3,124  237,832  104,112  133,720  

85～89 16,377  6,289  10,088  9,810  3,733  6,077  3,495  1,330  2,165  3,072  1,226  1,846  135,509  49,390  86,119  

90～94 6,645  1,876  4,769  3,921  1,121  2,800  1,453  413  1,040  1,271  342  929  58,599  16,125  42,474  

95～99 1,838  335  1,503  1,055  188  867  419  73  346  364  74  290  15,505  2,680  12,825  

100～ 309  45  264  177  24  153  77  14  63  55  7  48  2,402  331  2,071  

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成30年4月1日現在） 

 

0510152025303540

千人

男



- 8 - 

４ 松戸健康福祉センター(松戸保健所)健康相談 

 

表４ 健康福祉相談及び検査の日 

（平成30年 4月1日現在） 

区     分 曜  日 時    間 備 考 

思春期個別相談 
原則（医学奇数月） 

（心理偶数月） 

14:00～17:00 

13:30～15:30 
※予約制（地域保健課） 

不妊相談 
来所 原則第2火曜日 13:00～15:00 ※予約制（地域保健課） 

電話 原則第2火曜日 9:00～11:30 予約不要（地域保健課） 

精神保健 

福祉相談 

こころの 

健康相談 

第1木曜日、 

第3月曜日 
14:00～16:00 

※予約制（地域保健課） 

酒害相談 第3木曜日 14:00～16:30 

ＤＶ相談 
来所 金曜日 

9:00～17:00 
※予約制（地域福祉課） 

電話 月～金曜日 専用電話（地域福祉課） 

「障害のある人もない人も共

に暮らしやすい千葉県 

づくり条例」に係る相談 

月～金曜日 9:00～17:00 専用電話（地域福祉課） 

ＨＩＶ 

相談・検査 

即日検査 第1、第3火曜日 13:30～14:00 

※予約制（疾病対策課） 

結果はクラミジア以外

15：30頃から 

夜間検査 第3火曜日 17:30～19:00 
※予約制（疾病対策課） 

結果は原則2週間後 

希望により、梅毒・クラミジア・肝炎ウイルス検査（Ｂ型・Ｃ型）も受けられる。 

結核管理・接触者健康診断 月2回 － 
対象者に通知 

（疾病対策課） 

被爆者健診 年2回 － 
対象者に通知 

（疾病対策課） 

腸内細菌検査 原則水曜日 9:00～11:00 
有料（検査課） 

結果は翌週の木曜日以降 

飼い犬・飼い猫の引き取り － － 
※予約制 有料 

（生活衛生課） 

 

 

 

５ 各種委員会 

（１）松戸健康福祉センター運営協議会 

地域保健法第１１条及び千葉県行政組織条例第２８条第１項に基づき、設置している。 

地域保健法第１１条： 

第５条第１項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する

事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に運営協議会を置くこ

とができる。 

  千葉県行政組織条例第２８条第１項： 

県に別表第二上欄に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任する事務は、同表下欄に掲げ

るとおりとする。 
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別表第二 

附属機関名 担任する事務 

健康福祉センター運営協議会 

健康福祉センターの所管区域内の地域保健及び地域福

祉並びに健康福祉センターの運営に関する事項を審議

すること 

 

表５－（１）  運営協議会委員名簿  （平成31年3月31日現在） 

（順不同・敬称略） 

現      職      名 氏      名 

松 戸 市 長 本 郷 谷  健  次 

流 山 市 長 井 崎 義 治 

我 孫 子 市 長 星  野  順 一 郎 

松 戸 市 医 師 会 長 東  仲 宣 

流 山 市 医 師 会 長 鈴 木  隆 

我 孫 子 医 師 会 長 土 井 紀 弘 

松 戸 歯 科 医 師 会 長 渡 辺 勝 久 

流 山 市 歯 科 医 師 会 長 武 田  貢 

我 孫 子 市 歯 科 医 師 会 長 宮 本 典 子 

松 戸 市 薬 剤 師 会 副 会 長 眞 嶋 英 子 

千 葉 県 看 護 協 会 松 戸 地 区 部 会 長 喜 瀬  は る み 

東 葛 地 域 獣 医 師 会 前 監 事 播  谷  久 美 子 

松 戸 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 副 会 長 小  島  可 代 子 

千 葉 県 議 会 議 員 本 清 秀 雄 

千 葉 県 議 会 議 員 河 上  茂 

千 葉 県 議 会 議 員 藤 井 弘 之 

千 葉 県 議 会 議 員 秋 林 貴 史 

千 葉 県 議 会 議 員 松 戸 隆 政 

千 葉 県 議 会 議 員 三 輪 由 美 

千 葉 県 議 会 議 員 安 藤 じ ゅ ん 子 

千 葉 県 議 会 議 員 武 田 正 光 

千 葉 県 議 会 議 員 小 宮 清 子 

千 葉 県 議 会 議 員 今 井  勝 

千 葉 県 議 会 議 員 水 野 友 貴 

松 戸 保 健 所 管 内 食 品 衛 生 協 会 副 会 長 相 川  修 
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（２）松戸保健所感染症診査協議会 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第２４条に基づき、設置している。 

  法律第２４条： 

各保健所に感染症の診査に関する協議会を置く。 

（診査する内容） 

法律第１８条第１項による通知、第２０条第１項及び第２６条による一類感染症及び二類感染症の患

者に対する１０日以内の入院勧告、第２０条第４項及び第２６条の規定による前述の患者に対する延長

入院の必要の是非、並びに第３７条の２第１項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項

を診査する。 

表５－（２）感染症診査協議会委員名簿 （平成31年3月31日現在） 

         （順不同・敬称略） 

現 職 名 氏   名 

松戸市立総合医療センター呼吸器内科部長 船   橋   秀  光 

松 戸 市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー 副 院 長 小   森   功  夫 

松 戸 呼 吸 器 内 科 ク リ ニ ッ ク 院 長 古   田   知  行 

若林・平子・内田司法書士事務所 司法書士 若  林  早 紀 子 

医療及び法律以外の学識経験を有する者  武     和   子 
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６ 機構及び事務内容                      （平成30年 4月1日現在） 

 

    

総務課 

  

１ 庶務、人事、文書収受及び財産に関すること。 
２ 予算、決算、経理及び物品会計に関すること。 
３ 給与、旅費、共済組合及び職員の福利厚生に関すること。 
４ 健康福祉センター運営協議会に関すること。 
５ 広報・啓発活動の総合調整に関すること。 
６ 地域防災に関すること。 
７ 我孫子連絡所に関すること。 

    
（3名） 

  

        

    

企画課 

  

１ 医療監視及び医療関係の許認可と諸届等に関すること。 
２ 医薬品医療機器等法、薬剤師法、毒物・劇物取締法に関すること。 
３ 献血推進に関すること。 
４ 医療施設動（静）態調査、病院報告、医師・歯科医師・薬剤師調査及び
看護職員業務従事者届等に関すること。 

５ 地域保健の総合的推進に係る企画調整に関すること。 
６ 地域保健医療連携会議及び地域保健医療計画に関すること。 
７ 人口動態調査及び衛生上の統計調査に関すること。 
８ 地域保健臨床研修及び学生実習の調整に関すること。 

    

（6名） 

  

        

    

地域保健課 

  

１ 保健活動に関すること。 
２ 母子保健(小児慢性特定疾病事業・不妊対策事業等)に関すること。 
３ 成人・老人保健、地域職域連携推進事業に関すること。 
４ 健康づくり・栄養改善事業に関すること。 
５ 調理師法・給食施設に関すること。 
６ 歯科保健事業に関すること。 
７ 一人ひとりに応じた健康支援事業に関すること。 
８ 精神保健福祉法に関すること。 
９ 精神保健福祉相談及び援助に関すること。 
10 総合的な自殺対策推進事業に関すること。 
11 肝炎治療特別促進事業に関すること。 
12難病対策事業に関すること。 
13保健福祉サービス調整推進会議に関すること。 

    

（20名） 

  

        
センター長  
(兼)保健所長(技) 
副センター長 
(兼)保健所次長(事) 
 
副センター長 
(兼)保健所次長(技) 
 
副センター長 
(兼)保健所次長(技) 
 
 

   

地域福祉課 

  

１ ひとり親家庭等福祉に関すること。 
２ 特別児童扶養手当に関すること。 
３ 戦傷病者・戦没者遺族等の援護業務に関すること。 
４ 民生（児童）委員及び主任児童委員に関すること。 
５ 高齢者・障害者の福祉に関すること。 
６ 配偶者暴力相談支援センター業務に関すること。 

   
（4名） 

  

       

   
疾病対策課 

  １ 結核予防事業に関すること。 
２ 感染症予防事業に関すこと。 
３ エイズ対策事業に関すること。 
４ 原爆被爆者対策事業に関すること。    

（11名） 
  

        

    

生活衛生課 

  

１ 食品衛生法の施行に関すること。 
２ 製菓衛生師法の施行に関すること。 
３ ふぐの取扱い等に関する条例の施行に関すること。 
４ 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。 
５ 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること。 
６ 狂犬病予防法の施行に関すること。 
７ 理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、興行場法、公衆浴

場法の施行に関すること。 
８ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律、衛生害虫等並びに住居

衛生の相談に関すること。 
９ 化製場等に関する法律の施行に関すること。 
10千葉県遊泳用プール行政指導指針に関すること。 

    

（14名） 

  

        

    
検査課 

  
１ 赤痢菌・チフス菌・腸管出血性大腸菌などの腸内細菌検査に関すること。 
２ 感染症・食中毒発生に伴う原因菌検査に関すること。 
３ 食品の細菌検査に関すること。 
４ エイズ・梅毒・クラミジアなどの抗体検査に関すること。     （7名）   

        
    食品機動監視課  

 
食品の製造施設・卸売市場・大規模小売店舗・特定給食施設に対する監視
指導と食品収去検査に関すること。     （5名）  

        

   
 監査指導課 

（8名） 
  

社会福祉法人等の指導・監査に関すること。 
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７ 職員数及び配置状況 

表７  職 員 配 置           （平成 30年 5月 1日現在）

セ

ン

タ

―

長

副

セ

ン

タ

―

長

(

所
長

)

(

次
長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

(

課

長
)

(

課

長

)

(

課

長

)

合計 1 3 3

【

1
】

6

【

1
】

20

【

1
】

4

【

1
】

11

【

1
】

14

【

1
】

7

【

1
】

5

【

1
】

8 82

医師 1

【

1

】

1 2

事務 1 2 1 6

【

1

】

4 1

【

1
】

8 23

薬剤師 2 3 5

獣医師 1 5 2 8

保健師 1 1

【

1
】

7 8 17

診療放射線技師 1 1

臨床検査技師

【

1

】

1 3 6 1 11

管理栄養士 1 2 1

【

1
】

2 6

精神保健福祉士 5 5

その他の技術職員 1

【

1
】

2

【

1
】

1 4

食品衛生監視員
(再掲）

1 1 9

【

1
】

4 15

環境衛生監視員
(再掲）

1

【

1
】

13

【

1
】

1 15

計

総

務

課

地

域

保

健

課

地

域

福

祉

課

疾

病

対

策

課

生

活

衛

生

課

検

査

課

食

品

機

動

監

視

課

監

査

指

導

課

企

画

課

(注)総務課長は、副センター長（事）が事務取扱となっている。 

技術職員の内訳については、主たる職種とする。また、課長の職種は【】内に再計とした。 


